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平
成　

年
度
の
後
期
高
齢
者

２１

健
康
診
査
が
始
ま
り
ま
す
。
健

康
診
査
は
、
生
活
習
慣
病
を
早

期
に
発
見
し
、
早
期
治
療
な
ど

に
つ
な
げ
る
こ
と
を
目
的
に
、

福
岡
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
が
実
施
し
て
い
ま
す
。
健

康
診
査
に
必
要
な
受
診
票
は
、

福
岡
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
か
ら
、
直
接
一
人
ひ
と
り

に
４
月
下
旬
に
郵
送
さ
れ
る
予

定
で
す
。
ま
た
、
５
月
以
降
に

　

歳
に
な
る
人
に
は
、
誕
生
月

７５の
中
旬
に
受
診
票
が
郵
送
さ
れ

る
予
定
で
す
。

　

◆
受
診
で
き
る
期
間
◆

　

平
成　

年
度
中
（
受
診
票
が

２１

届
い
て
か
ら
平
成　

年
３
月　

２２

３１

日
ま
で
）

　

◆
対
象
者
◆

　

福
岡
県
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
の
被
保
険
者

　

※
現
在
、
糖
尿
病
や
高
血
圧

症
な
ど
生
活
習
慣
病
の
診
療
を

受
け
て
い
る
人
や
６
か
月
以
上

継
続
し
て
入
院
し
て
い
る
人
な

ど
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

　

◆
内
容
◆

　

身
体
測
定
・
血
圧
測
定
・
血

中
脂
質
検
査
・
肝
機
能
検
査
・

血
糖
検
査
・
尿
検
査
な
ど

　

◆
受
診
で
き
る
場
所
◆

　

受
診
票
と
一
緒
に
、
健
康
診

査
を
受
診
で
き
る
病
院
等
の
一

覧
表
が
同
封
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
事
前
に
電
話
で
予
約
を
し

て
く
だ
さ
い
。

　

◆
受
診
時
に
必
要
な
も
の
◆

　

①
保
険
証
（
被
保
険
者
証
）

　

②
受
診
票

　

③
自
己
負
担
金（
５
０
０
円
）

生
活
習
慣
の
見
直
し
に

　

定
期
的
な
健
康
診
査
の
受
診

は
、
生
活
習
慣
病
の
早
期
発
見

・
早
期
治
療
は
も
と
よ
り
、
そ

の
結
果
か
ら
、
現
在
の
自
分
の

健
康
状
態
を
把
握
で
き
、
健
康

的
な
生
活
を
送
る
た
め
の
生
活

習
慣
の
見
直
し
や
改
善
に
役
立

ち
ま
す
。

　

ま
た
、
日
ご
ろ
か
ら
健
康
づ

く
り
に
取
り
組
む
こ
と
で
、
中

・
長
期
的
に
医
療
費
を
抑
制
で

き
、
保
険
料
の
負
担
低
減
に
も

つ
な
が
り
ま
す
。◇

　

【
問
合
せ
先
】

　

福
岡
県
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
（
☎
６
５
１
・
３
１
１

１
Ⓕ
６
５
１
・
３
９
０
１　

メ

ー
ルren

g
ou
@
fu
k
u
ok
a-

kouki.jp
）

　■料率■［平成２０年度と同様］
　○均等割額　５０,９３５円
　○所得割率　９.２４％
　■軽減の内容■
　○均等割の軽減［一部拡充］
　軽減割合が一部拡充されま
す。5割・2割軽減は平成２０年度
と同様ですが、7割（２０年度は８.５
割）軽減に該当する世帯のうち
被保険者全員が年金収入８０万円
以下でその他所得がない場合→
9割軽減
　○所得割の軽減［平成２０年度
と同様］
　総所得金額等が９１万円以下の
場合→5割軽減
　○後期高齢者医療制度に加入
する前日まで被用者保険（職場
の健康保険など）の被扶養者で
あった人の軽減
　平成２１年度は均等割額が9割
軽減され、所得割額はかかりま
せん。
　保険料の計算方法と軽減の詳
しい内容は、7月にお届けする
決定通知書に案内を同封しま
す。

保険料の料率・軽減

７５歳以上の人の健康診査

年に１年に１度度　受診しましょ受診しましょうう
平成２２年３月３１日まで

　

平
成　

年
度
の
後
期
高
齢
者

２１

医
療
保
険
料
の
納
付
方
法
は
、

平
成　

年
２
月
が
特
別
徴
収
だ

２１

っ
た
人
と
そ
う
で
な
か
っ
た
人

に
よ
っ
て
、
左
の
図
の
よ
う
に

な
り
ま
す
。

　

特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）

か
ら
口
座
振
替
へ
の
変
更
を
希

望
す
る
人
は
、
年
金
天
引
き
停

止
と
口
座
振
替
の
申
請
が
必
要

で
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

後
期
高
齢
者（
長
寿
）医
療
制
度
か
ら
の
お
知
ら
せ

　【問合せ先】
　▽後期高齢者医療制度について
＝福岡県後期高齢者医療広域連合
（☎６５１崖３１１１Ⓕ６５１崖３９０１　メールre 
ngou@fukuoka崖kouki.jp）
　▽特別徴収から口座振替への変
更手続きについて＝各区・出張所の
保険年金担当課（下表）へ

平成２１年度保険料の納付方法

ファクス電話番号区

６３１崖６４６３６４５崖１１０２東

４４１崖００７５４１９崖１１１８博多

７２５崖２１１７７１８崖１１２４中央

５６１崖３４４４５５９崖５１５２南

８４４崖６７９０８３３崖４１２３城南

８４６崖９９２１８３３崖４３７２早良

８８３崖６６９０８９５崖７０９０西

８０６崖６８１１８０６崖９４３２今宿出張所

平成21年２月が特別徴収（年金天引き）だった

　平成21年２月に特別
徴収された保険料と同
額が、平成21年４月・６
月・８月の年金から天引
きされます。
（金額は、２月の特別徴
収額または平成20年７
月にお届けした決定通
知書をご確認ください。）

　変更手続き時に案内
した月から特別徴収が
停止し、７月～翌年３
月まで、口座振替によ
り毎月保険料を納めて
いただきます。

　10月以降の保険料額
や納付方法は、平成21年
７月にお届けする決定
通知書でお知らせしま
す。

　保険料額は、平成21
年７月にお届けする決
定通知書でお知らせし
ます。

　保険料額や納付方法は、平成21年７月にお
届けする決定通知書でお知らせします。
　年金額などによって納付方法は普通徴収
と特別徴収に分かれます。
・普通徴収の場合
　７月～翌年３月まで、納付書または口座振
替により毎月保険料を納めていただきます。
・特別徴収（年金天引き）の場合
　７月～９月までは普通徴収、10月以降は年
金支給時に保険料が天引きされます。
　平成21年７月以降に75歳になる人は、誕生
月の翌月に決定通知書をお届けします。

　※10月以降の保険料額
は、平成21年度の年間保険
料から、４月・６月・８月の
特別徴収分を差し引いた
額となります。

　※４月が特別徴収で
あった場合、７月以降の
保険料額は、平成21年度
の年間保険料から、４月
の特別徴収分を差し引
いた額となります。

口座振替へ変更の手続きをした

はい

はい

いいえ

いいえ


